
    ᮾி㒔୰㔝༊ᮏ⏫㸰┠㸲㸴␒㸯ྕ

    ᰴᘧ♫  ᩚ ⌮ ᅇ  ᶵ ᵓ
    ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࠉ ୖ ⏣ ᘅ ୍

  㸦༢㸸ⓒ㸧

ࠉࠉ┠        ⛉   㔠      㢠 ࠉࠉ┠        ⛉    㔠      㢠

2買,503 15

2買5,200 1,904,30買

1,0貸貸 35,001

9買3,208 鑷 腴 堙 朝 94 っ シ

5貸1,貸30 箛 籞 䅈 曝 妙 ズズ

4買4,430 ユ ペ 瞩 履 曝 妙 ゴゲケ

᭷ ౯ ド ๆ

ᮍ  ຓ ᡂ 㔠

ࢥ ࣮ ࣝ ࣟ ࣮ ࣥ  ⏝ 㔠

㈙ ධ 㔠 㖹 മ ᶒ ࡑ ࡢ  ㈇ മ

㈚ ฟ 㔠

0ァ臤ザァ鑢璈嘆璈戻璈ゃ璈二璈苗璈櫓

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸰᭶㸰㸶᪥

୰㛫㈚ᑐ↷⾲ 㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥⌧ᅾ㸧

㸦 ㈨ ⏘ ࡢ 㒊 㸧 㸦 ㈇ മ ࡢ 㒊 㸧

⌧ 㔠 㡸 ࡅ 㔠 㡸 㔠

12,0貸4 㾮 癮 直 癮 ヅ 曝 ゴサキザスサ

423 1,40買

111 125

14,494 14,494

2貸9,4買0 ڹ 1,955,350

212,000

5貸,942 ڹ

┈వ㔠ࡢࡑ 57,942 ڹ

⧞㉺┈వ㔠 57,942 ڹ

154,05貸

買9,買12 ڹ

買9,買12 ڹ

84,444

2,039,貸94 2,039,貸94

臃ゲ臃

ホ౯࣭⟬ᕪ㢠➼ྜィ

⣧ ㈨ ⏘ ࡢ 㒊 ྜ ィ

᭷ ᙧ ᅛ ᐃ ㈨ ⏘

↓ ᙧ ᅛ ᐃ ㈨ ⏘

㈨ ᮏ 㔠

ᰴ  ㈨ ᮏ ྜ ィ

 ┈  వ 㔠

ᨭ ᡶ ᢎ ㅙ ぢ ㏉ ᨭ ᡶ ᢎ ㅙ

㈚ ಽ ᘬ ᙜ 㔠 ㈇ മ ࡢ 㒊 ྜ ィ

㸦 ⣧ ㈨ ⏘ ࡢ 㒊 㸧

㏥ ⫋ ⤥  ᘬ ᙜ 㔠

ᙺဨ㏥⫋៘ປᘬᙜ㔠

ࡑ ࡢ  ㈨ ⏘

᭷౯ドๆホ౯ᕪ㢠㔠ࡢࡑ

㈨ ⏘ ࡢ 㒊 ྜ ィ ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ㒊ྜィ



୰㛫ᦆ┈ィ⟬᭩

㸦༢㸸ⓒ㸧

47,025

19,971

(5,710)

(14,012)

34

336

93

26,589

40,919

6,103

(0)

㔠                    㢠

⤒ ᖖ  ┈

㈨ 㔠 㐠 ⏝  ┈

⛉          ┠

( ࠺ ࡕ ㈚ ฟ 㔠  ᜥ )

(᭷౯ドๆᜥ㓄ᙜ㔠ࡕ࠺)

ಙ ク ሗ 㓘

ᙺ ົ ྲྀ ᘬ ➼  ┈

ࡑ ࡢ  ⤒ ᖖ  ┈

⤒ ᖖ ㈝ ⏝

㈨ 㔠 ㄪ 㐩 ㈝ ⏝

ࡑ ࡢ  ᴗ ົ  ┈

( ࠺ ࡕ 㡸 㔠  ᜥ )

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ࡽ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥࡛ࡲ

903

5,126

28,786

6,106

475

296

6,286

4

㸫

4

6,281

堙 朝 94 っ ツ 豺 巸

堙 朝 94 っ 淋 ヴ

㸫2㸫

堙朝94𤩍撤褊94里皨宙黻94

嘆 戻 ㊐ 母 D

10 濟 母 D

Y 慕 母 D

Y 慕 蝓 徙

94 瑰 縫 嘆 戻 ㊐ 母 D

ᙺ ົ ྲྀ ᘬ ➼ ㈝ ⏝

Ⴀ ᴗ ⤒ ㈝

ࡑ ࡢ  ⤒ ᖖ ㈝ ⏝

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ࡽ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥࡛ࡲ



膅膅膅膅ヘ難檮軏←里皨蝓Dヴ二鎬癮蝙ぇ䐢ヘ難檮軏←里皨蝓Dヴ二鎬癮蝙ぇ䐢ヘ難檮軏←里皨蝓Dヴ二鎬癮蝙ぇ䐢ヘ難檮軏←里皨蝓Dヴ二鎬癮蝙ぇ䐢ァァァァ

Ϩ㸬グ㍕㔠㢠ࡣⓒᮍ‶ࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲♧ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

 

ϩ㸬୰㛫㈈ົㅖ⾲సᡂࡢࡵࡓࡢᇶᮏࡿ࡞㔜せ࡞㡯 

㸯㸬 ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ 

   ᭷౯ドๆࡢホ౯ࠊࡣᏊ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃ἲே➼ᰴᘧࡣ࡚࠸ࡘ⛣ືᖹᆒἲ 

 ➼ᕷሙ౯᱁ࡢ୰㛫Ỵ⟬᪥ࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡿ࠶ࡢ౯ࡕ࠺ࡢ᭷౯ドๆࡢࡑࠊཎ౯ἲࡿࡼ

ᇶ࡙ࡃ౯ἲ㸦༷ཎ౯ࡣ࡚ࡋ⛣ືᖹᆒἲࡾࡼ⟬ᐃ㸧ࠊ౯ࢆᢕᥱࡀࡇࡿࡍᴟࡵ 

࡚ᅔ㞴ㄆࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡿࢀࡽࡵ⛣ືᖹᆒἲࡿࡼཎ౯ἲࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࡾࡼ 

 ࡲࡾ࠾࡚ࡋ⌮ฎࡾࡼ㒊⣧㈨⏘┤ධἲࠊࡣ࡚࠸ࡘホ౯ᕪ㢠ࡢ᭷౯ドๆࡢࡑࠊ࠾࡞   

 ࠋࡍ  

㸰㸬ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ 

  。㸯) ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧 

   ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࠊࡣᐃ⋡ἲ㸦ࠊࡋࡔࡓᖹᡂ 10ᖺ 4᭶ 1᪥௨ᚋྲྀᚓࡓࡋᘓ≀㸦ᘓ≀㝃ᒓ 

  タഛࢆ㝖ࠋࡃ㸧ࡣ࡚࠸ࡘᐃ㢠ἲ㸧ࢆ᥇⏝ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࡣᖺᩘ⏝⪏࡞ࠊࡓࡲ  

       ᘓ ≀   」 ᖺ㹼47 ᖺ 

」   ࡢࡑ        ᖺ㹼18 ᖺ 

  。㸰) ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧 

   ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ࠊࡣᐃ㢠ἲࡾࡼൾ༷ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⮬♫⏝࢙࢘ࢺࣇࢯࡢ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋൾ༷࡚࠸ᇶ࡙⏝ྍ⬟ᮇ㛫㸦5ᖺ㸧ࡿࡅ࠾ෆ♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ  

  。㸱) ࣮ࣜࢫ㈨⏘ 

   ᡤ᭷ᶒ⛣㌿እྲྀࢫ࣮࣭ࣜࢫࣥࢼࣇᘬಀࠕࡿ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࠖ୰ࢫ࣮ࣜࡢ㈨⏘ࠊࡣ 

 ࣜࠊࡣ࡚࠸ࡘṧᏑ౯㢠ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡼᐃ㢠ἲࡓࡋᖺᩘ⏝⪏ࢆᮇ㛫ࢫ࣮ࣜ

 㞽ࡣࡢࡶࡢ௨እࢀࡑࠊࡋᙜヱṧ౯ಖド㢠ࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀࡵỴྲྀࡢṧ౯ಖドዎ⣙ୖࢫ࣮  

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ

㸱㸬ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽               

  。㸯) ㈚ಽᘬᙜ㔠 

     ㈚ಽᘬᙜ㔠ࠊࡣணࡵᐃࡿ࠸࡚ࡵൾ༷࣭ᘬᙜᇶ‽ࠊࡾ๎ḟࡾ࠾ࡢィୖࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

     ㈚ฟ㔠➼࡚࠸ࡘᙜ♫ࠕࡀ≉ᐃఫᑓമᶒᅇᴗົࠖཬᩚࠕࡧ⌮ᅇᴗົࠖࢆ┠ⓗ 

 ᅇࡿࡼಖドࡧฎศྍ⬟ぢ㎸㢠ཬࡢᢸಖࡽമᶒ㢠ࠊ࡚ࡋ៖⪄ࢆ➼ࡇࡿ࠶࡛♫ࡿࡍ    

    ྍ⬟ぢ㎸㢠ࢆ᥍㝖ࡢࡑࠊࡋṧ㢠ᑐ࡚ࡋമົ⪅ࡢᨭᡶ⬟ຊࢆ⥲ྜⓗࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋุ᩿ 

    ᅇ⬟ㄆࡿࢀࡽࡵ㢠ࢆィୖࠊࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㐣ཤ୍ࡢᐃᮇ㛫ࡿࡅ࠾㈚ಽᐇ⦼ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠾ᙜ࡚࡚ࡁᘬࡁᇶ࡙➼⋠⦼㈚ಽᐇࡓࡋฟ⟭ࡽ    

  。㸰) ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠 

     ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠ࠊࡣᚑᴗဨࡢ㏥⫋⤥ഛࠊࡵࡓࡿ࠼ᙜ୰㛫ᮇᮎࡿࡅ࠾㏥⫋⤥മ 

 ࡾ࠾࡚ࡋィୖࢆ㢠ࡿࢀࡽࡵㄆࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨ࡚࠸࠾ᙜ୰㛫ᮇᮎࠊࡁᇶ࡙ぢ㎸㢠ࡢົ

 ࠋࡍࡲ    

 

 

㸫」㸫 



  。㸱) ᙺဨ㏥⫋៘ປᘬᙜ㔠 

     ᙺဨ㏥⫋៘ປᘬᙜ㔠ࠊࡣᙺဨࡢ㏥⫋៘ປ㔠ࡢᨭᡶ࠸ഛࠊࡵࡓࡿ࠼ᙺဨᑐࡿࡍ㏥ 

    ⫋៘ປ㔠ࡢᨭ⤥ぢ✚㢠ࠊࡕ࠺ࡢᙜ୰㛫ᮇᮎ࡛ࡲⓎ⏕ࡿ࠸࡚ࡋㄆࡿࢀࡽࡵ㢠ࢆィୖࡋ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚    

㸲㸬࣮ࣜྲྀࢫᘬࡢฎ⌮᪉ἲ 

   ᡤ᭷ᶒ⛣㌿እྲྀࢫ࣮࣭ࣜࢫࣥࢼࣇᘬྲྀࢫ࣮ࣜࠊࡕ࠺ࡢᘬ㛤ጞ᪥ࡀᖹᡂ 「0ᖺ 4᭶ 1 

  ᪥๓㛤ጞࡿࡍᴗᖺᗘᒓࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡿࡍ㏻ᖖࡢ㈤㈚ྲྀᘬࡓࡌ‽ィฎ⌮ 

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡼ  

㸳㸬ᾘ㈝⛯➼ࡢィฎ⌮ 

 ᾘ㈝⛯ཬࡧᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢィฎ⌮ࠊࡣ⛯ᢤ᪉ᘧࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡼ 

 

Ϫ㸬୰㛫㈈ົㅖ⾲సᡂࡢࡵࡓࡢᇶᮏࡿ࡞㔜せ࡞㡯ࡢኚ᭦ 

  。㈨⏘㝖ཤമົ㛵ࡿࡍィᇶ‽) 

ᙜ୰㛫ᮇࠕࡽ㈨⏘㝖ཤമົ㛵ࡿࡍィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ 18 ྕᖹᡂ 「0 ᖺ 」 ᭶ 」1

᪥㸧ཬࠕࡧ㈨⏘㝖ཤമົ㛵ࡿࡍィᇶ‽ࡢ㐺⏝ᣦ㔪 㸦ࠖᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨ 「1ྕᖹᡂ

「0ᖺ 」᭶ 」1 ᪥㸧ࢆ㐺⏝ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

ࢀࡒࢀࡑࡀ┈ᘬ๓୰㛫⣧⛯ࡧᖖ┈ཬ⤒ࠊࡾࡼࢀࡇ 「10 ⓒῶᑡࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ 

 

ϫ.⾲♧᪉ἲࡢኚ᭦ 

  。୰㛫㈚ᑐ↷⾲㛵ಀ) 

ᙜ୰㛫ᮇࠕࡽ㖟⾜ἲ⾜つ๎➼୍ࡢ㒊ࢆᨵṇࡿࡍෆ㛶ᗓ௧ࠖ。ෆ㛶ᗓ௧➨ 「「 ྕᖹᡂ 「「 ᖺ

4 ᭶ 1」 ᪥)ࡾࡼᨵṇࠕࡓࢀࡉ㖟⾜ἲ⾜つ๎ࠖ。 57 ᖺⶶ┬௧➨ 10 ྕ)ู⣬ᵝᘧࢆ㐺

 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ♧⾲ෆヂࢆ㈨⏘㝖ཤമົࠖࠕࡢ㈇മࠖ୰ࡢࡑࠕࠊࡋ⏝

 

Ϭ㸬ὀグ㡯 

 㸦୰㛫㈚ᑐ↷⾲㛵ಀ㸧 

㸯㸬 㛵ಀ♫ࡢᰴᘧ⥲㢠   9 ⓒ 

㸰㸬 ㈚ฟ㔠ࠊࡕ࠺ࡢ◚⥢ඛമᶒ㢠97」,60ࡣⓒࠊᘏമᶒ㢠9,170」」ࡣⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

ࡢࡑࡇࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ᙜᮇ㛫┦ࡀ㐜ᘏࡢᨭᡶࡢᜥࡣඖᮏཪࠊࡣඛമᶒ⥢◚ࠊ࠾࡞

ࡋィୖࢆᮍᜥ࡚ࡋࡢࡶ࠸࡞ࡀࡳぢ㎸ࡢ῭ᘚࡣཪ࡚❧ྲྀࡢᜥࡣඖᮏཪࡾࡼ⏤ࡢ

㸧ࠋ࠺࠸ᮍᜥィୖ㈚ฟ㔠ࠖࠕ௨ୗࠋࡃ㝖ࢆ㒊ศࡓࡗ⾜ࢆ㈚ฟ㔠㸦㈚ಽൾ༷ࡓࡗ࡞

ἲே⛯ἲ⾜௧㸦ࠊࡕ࠺ࡢ 40 ᖺᨻ௧➨ 97 ྕ㸧➨ 96 ᮲➨ 1 㡯➨ 」 ࡛ࡲ࣍ࡽࡢྕ

ᥖࡿࡆ⏤ཪྠࡣ㡯➨  ࠋࡍࡲࡾ࠶㈚ฟ㔠࡛ࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ⏤ࡿࡍつᐃ4ྕ

Ⴀ⤒ࡢ⪅മົࡧඛമᶒཬ⥢◚ࠊ࡚ࡗ࠶ᮍᜥィୖ㈚ฟ㔠࡛ࠊࡣᘏമᶒࠊࡓࡲ

ᘓཪࡣᨭࢆᅗࢆࡇࡿ┠ⓗ࡚ࡋᜥࡢᨭᡶࢆ⊰ணࡓࡋ㈚ฟ㔠௨እࡢ㈚ฟ㔠࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㸱㸬 ㈚ฟ㔠ࠊࡕ࠺ࡢ」ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒ㢠ࡣ 6,541 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

ࡽ᪥⩣ࡢ⣙ᐃᨭᡶ᪥ࠊࡀᨭᡶࡢᜥࡣඖᮏཪࠊࡣ᭶௨ୖᘏമᶒࣧ「ࠊ࠾࡞ 」ࣧ᭶௨ୖ 

㐜ᘏࡿ࠸࡚ࡋ㈚ฟ㔠࡛◚⥢ඛമᶒཬࡧᘏമᶒヱᙜࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋ 

 

 

㸫4㸫 



㸲㸬 ㈚ฟ㔠ࠊࡕ࠺ࡢ㈚ฟ᮲௳⦆മᶒ㢠ࡣ 1,614 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㔠ࠊ࡚ࡋⓗ┠ࢆࡇࡿᅗࢆᨭࡣႠᘓཪ⤒ࡢ⪅മົࠊࡣ㈚ฟ᮲௳⦆മᶒࠊ࠾࡞

ࡢῶචࠊᜥࡢᨭᡶ⊰ணࠊඖᮏࡢ㏉῭⊰ணࠊമᶒᨺᲠࡢࡑࡢമົ⪅᭷ྲྀࡿ࡞Ỵ

ࡧᘏമᶒཬࠊ㈚ฟ㔠࡛◚⥢ඛമᶒࡓࡗ⾜ࢆࡵ 」 ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒヱᙜ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋ

 ࠋࡍࡲࡾ

㸳㸬◚⥢ඛമᶒ㢠ࠊᘏമᶒ㢠ࠊ」 ࣧ᭶௨ୖᘏമᶒ㢠ཬࡧ㈚ฟ᮲௳⦆മᶒ㢠ྜࡢィ㢠

ࡣ 「97,6「」 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

ࡽ」ࠊ࠾࡞  ࠋࡍࡲࡾ࠶㔠㢠࡛ࡢ㈚ಽᘬᙜ㔠᥍㝖๓ࠊࡣമᶒ㢠ࡓࡆᥖ5

㸴㸬 ᡭᙧᘬࠊࡣᴗ✀ู┘ᰝጤဨሗ࿌➨ 「4  ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⌮ฎ࡚ࡋ㔠⼥ྲྀᘬࡁᇶ࡙ྕ

ࡿࡁฎศ࡛⏤⮬᪉ἲ࡛࠺࠸㸦㸧ᢸಖࡣ༷ཪࠊࡣᴗᡭᙧၟࡓࢀධࡅཷࡾࡼࢀࡇ

ᶒࢆ᭷ࡢࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㢠㠃㔠㢠ࡣ 1「1,4「0 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㸵㸬 ᢸಖ౪ࡿ࠸࡚ࡋ㈨⏘ࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

Ⅽ᭰Ỵ῭ࠊᙜᗙ㉺➼ྲྀࡢᘬࡢᢸಖࠊ࡚ࡋ㡸ࡅ㔠 「00 ⓒཬࡧ᭷౯ドๆ 50,001 ⓒ  

ࢆᕪࡋධࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀ 

ࡣಖド㔠ࡕ࠺ࡢ⏘㈨ࡢࡑࠊࡓࡲ 「」1 ⓒ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

㸶㸬᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠    6」5 ⓒ 

㸷㸬㸯ᰴᙜࡢࡾࡓ⣧㈨⏘㢠      18,111  1「 㖹 

10㸬 ᙜ♫ࡢ༢య⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡㸦11.88%㸧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㠀ᑐ㇟༊ศ࡚ࡋ㖟⾜ἲୖࡢつไࡢᑐ㇟እ 

㸦㡸㔠ಖ㝤ἲ㝃๎➨ 11᮲➨ 9㡯㸧࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ 

  11㸬ࠕᮍຓᡂ㔠ࠖࠊࡣ≉ᐃఫᏯ㔠⼥ᑓ㛛♫ࡢമᶒമົࡢฎ⌮ಁࡢ㐍➼㛵ࡿࡍ≉ูᥐ⨨ἲ 

  ➨ 10 ᮲ᇶ࡙ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡃ 

1「㸬ࡢࡑࠕ㈨⏘ࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

  ࣭ᮍ㑏㓄ᙜᏊᡤᚓ⛯     「,19」 ⓒ 

1」㸬ࡢࡑࠕࡢ㈇മࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭㡸㔠ಖ㝤ἲ㝃๎➨ 7᮲➨㸯㡯➨ ࡢྕ」 㢠 14,759ࡿࡍ⣡㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࠊࡁᇶ࡙」 ⓒ   

 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢ⏕ࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 5」᮲➨ 」㡯ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ

⣡ࡿࡍ㢠   」,077 ⓒ 

࣭ 㔠⼥ᶵ⬟ࡢ᪩ᮇࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 1」᮲ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ

⣡ࡿࡍ㢠  6,」「9 ⓒ 

࣭㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉࡢࡵࡓࡢ≉ูᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 41 ᮲ᇶ࡙ࠊࡁ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓ⣡ࡍ

㢠ࡿ 」,9「9 ⓒ 

 

㸦୰㛫ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ಀ㸧 

㸯㸬 㸯ᰴᙜࡾࡓ୰㛫⣧┈㔠㢠 1,570  「8 㖹 

㸰㸬ࡢࡑࠕ⤒ᖖ┈ࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭ മᶒྲྀ❧➼┈ 19,1「」 ⓒ 

࣭ ≉ᐃఫᏯ㔠⼥ᑓ㛛♫ࡢമᶒമົࡢฎ⌮ಁࡢ㐍➼㛵ࡿࡍ≉ูᥐ⨨ἲ➨ 10 ᮲ᇶ࡙ࡁ   

㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡾࡼຓᡂ㔠ࡢࡁࡿࡅཷࢆ┈  6,144 ⓒ 

 

㸫5㸫 



㸱㸬ࡢࡑࠕ⤒ᖖ㈝⏝ࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭㡸㔠ಖ㝤ἲ㝃๎➨7᮲➨㸯㡯➨「ྕ」ࡢᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ⣡㔠 14,759 ⓒ 

࣭㔠⼥ᶵ⬟ࡢ⏕ࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 5」 ᮲➨ 」 㡯ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ   

⣡㔠  」,077 ⓒ   

࣭㔠⼥ᶵ⬟ࡢ᪩ᮇࡢࡵࡓࡢ⥭ᛴᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 1」 ᮲ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ   

⣡㔠  6,」「9 ⓒ 

࣭㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉࡢࡵࡓࡢ≉ูᥐ⨨㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 41 ᮲ᇶ࡙ࡃ㡸㔠ಖ㝤ᶵᵓࡢ⣡㔠   

」,9「9 ⓒ 

㸲㸬ࠕ≉ู┈ࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭㈚ಽᘬᙜ㔠ᡠධ┈  」46 ⓒ 

㸳㸬ࠕ≉ูᦆኻࠖࠊࡣḟࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡢ 

࣭㈨⏘㝖ཤമົィᇶ‽ࡢ㐺⏝క࠺ᙳ㡪㢠  198 ⓒ 

 

㸦᭷౯ドๆ㛵ಀ㸧 

㸯.  Ꮚ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃ἲே➼ᰴᘧ㸦ᖹᡂ 「「ᖺ 9᭶ 」0 ᪥⌧ᅾ㸧 

౯ࡿ࠶ࡢᏊ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃ἲே➼ᰴᘧࡣヱᙜࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ 

㸦ὀ㸧౯ࢆᢕᥱࡀࡇࡿࡍᴟ࡚ࡵᅔ㞴ㄆࡿࢀࡽࡵᏊ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧཬࡧ㛵㐃 

ἲே➼ᰴᘧ 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

 ୰㛫㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠 

Ꮚ♫࣭Ꮚἲே➼ᰴᘧ 9 

ྜィ 9 

㸰.ࡢࡑ᭷౯ドๆ㸦ᖹᡂ「「ᖺ9᭶」0᪥⌧ᅾ㸧 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

  ✀㢮 
୰㛫㈚ᑐ↷

⾲ィୖ㢠 
ྲྀᚓཎ౯ ᕪ㢠 

୰㛫㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࡀ ᰴᘧ - - - 

ྲྀᚓཎ౯ࢆ㉸ࡢࡶࡿ࠼ മๆ 「4 「4 0 

 
ᅜമ 「4 「4 0 

  ᑠィ 「4 「4 0 

୰㛫㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࡀ ᰴᘧ 150,591 「「0,「01 69,609 ڹ 

ྲྀᚓཎ౯ࢆ㉸ࡢࡶ࠸࡞࠼ മๆ  54,695 54,698 ڹ「 

 
ᅜമ  54,695 54,698 ڹ「 

  ᑠィ 「05,「87 「74,900 69,61 ڹ「 

ྜィ   「05,」1「 「74,9「4 69,61 ڹ「 
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㸦ὀ㸧౯ࢆᢕᥱࡀࡇࡿࡍᴟ࡚ࡵᅔ㞴ㄆࡢࡑࡿࢀࡽࡵ᭷౯ドๆ 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

 ୰㛫㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠 

㠀ୖሙᰴᘧ 71「,87「 

㠀ୖሙእᅜドๆ 0 

 「ドๆ 45,01ࡢࡢࡑ

ྜィ 757,886 

 ࢀࡽࡵㄆᅔ㞴࡚ࡵᴟࡀࡇࡿࡍᢕᥱࢆ౯ࠊࡃ࡞ࡀᕷሙ౯᱁ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡽࢀࡇ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡵྵࡣ᭷౯ドๆࠖࡢࡑࠕࡢ⾲ୖࠊࡽࡇࡿ

㸱. ᙜ୰㛫ィᮇ㛫༷ࡢࡑࡓࡋ᭷౯ドๆ㸦⮬ᖹᡂ 「「ᖺ 4᭶ 1᪥⮳ᖹᡂ 「「ᖺ 9᭶ 」0 ᪥㸧 

㸦༢㸸ⓒ㸧 

 ༷㢠 ༷┈ྜࡢィ㢠 ༷ᦆྜࡢィ㢠 

ᰴᘧ 41,146 146 - 

ྜィ 41,146 146 - 

㸲. ῶᦆฎ⌮ࡓࡗ⾜ࢆ᭷౯ドๆ 

ᙜ୰㛫ᮇ࡚࠸࠾ῶᦆฎ⌮ࡢࡑࡓࡗ⾜ࢆ᭷౯ドๆࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ 

 

㸦⛯ຠᯝィ㛵ಀ㸧 

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࡢⓎ⏕ࡢ࡞ཎᅉูࡢෆヂࠊࡣ௨ୗࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ 

 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ 

  ㈚ಽᘬᙜ㔠              68,659 ⓒ 

     ⧞㉺Ḟᦆ㔠             」50,」8「 

                 「9,684ࡢࡑ  

 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ᑠィ           448,7「7 

 ホ౯ᛶᘬᙜ㢠            7」448,7ڹ 

    ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ྜィ              ̿ 
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。༢㸸ⓒ)

㔠ࠉࠉࠉ㢠 ㈇ࠉࠉࠉമ 㔠ࠉࠉࠉ㢠

877 㔠㖹ಙク௨እࡢ㔠㖹ࡢಙク 233

37 ໟ ᣓ ಙ ク 682

915 ィࠉࠉࠉࠉྜ 915

ὀ 㸯㸬グ㍕㔠㢠ࠊࡣⓒᮍ‶ࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲♧ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ

ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣṧ㧗ᢅྲྀࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏘㸰㸬ඹྠಙク♫⟶⌮㈈ ࠉ

ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣṧ㧗ᢅྲྀࠊࡣ࡚࠸ࡘಙクࡿ࠶ࡢዎ⣙ࢇ࡚⿵㸱㸬ඖᮏࠉ 

㸫8㸫

ィࠉࠉࠉࠉྜ

ಙ ク ㈈ ⏘ ṧ 㧗 ⾲ಙ ク ㈈ ⏘ ṧ 㧗 ⾲ಙ ク ㈈ ⏘ ṧ 㧗 ⾲ಙ ク ㈈ ⏘ ṧ 㧗 ⾲
。ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥⌧ᅾ)

㔠 㖹 മ ᶒ

㈨ࠉࠉࠉࠉ⏘

⌧ 㔠 㡸 ࡅ 㔠



    ᮾி㒔୰㔝༊ᮏ⏫㸰┠㸲㸴␒㸯ྕ

    ᰴᘧ♫  ᩚ ⌮ ᅇ  ᶵ ᵓ
    ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࠉ ୖ ⏣ ᘅ ୍

           ୰㛫㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ 㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥⌧ᅾ㸧

  㸦༢㸸ⓒ㸧

56ァァァァァァァァ¥璈璈 ァァ襯ァァァァァァ巸 56ァァァァァァァァ¥璈璈 ァァァ襯ァァァァァァ巸

2買,543 15

2買5,200 1,904,30買

1,0貸貸 35,041

9買3,198 1,40買

㈙ ධ 㔠 㖹 മ ᶒ ࡑ ࡢ  ㈇ മ

᭷ ౯ ド ๆ ㏥ ⫋ ⤥  ᘬ ᙜ 㔠

㸦 ㈇ മ ࡢ 㒊 㸧

⌧ 㔠 㡸 ࡅ 㔠 㡸 㔠

ࢥ ࣮ ࣝ ࣟ ࣮ ࣥ  ⏝ 㔠

0ァ臤臿ァ鑢璈嘆璈戻璈ゃ璈二璈苗璈櫓

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯㸰᭶㸰㸶᪥

㸦 ㈨ ⏘ ࡢ 㒊 㸧

9買3,198 1,40買

5貸1,貸30 125

4買4,430 14,494

12,0貸4 1,955,390

423

111 212,000

14,494 5貸,952 ڹ

2貸9,4買0 ڹ 154,04貸

買9,買12 ڹ

買9,買12 ڹ

84,435

2,039,825 2,039,825

↓ ᙧ ᅛ ᐃ ㈨ ⏘

ᨭ ᡶ ᢎ ㅙ ぢ ㏉

㸫9㸫

㈨ ⏘ ࡢ 㒊 ྜ ィ ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ㒊ྜィ

⣧ ㈨ ⏘ ࡢ 㒊 ྜ ィ

㈚ ฟ 㔠 ᙺ ဨ ㏥ ⫋ ៘ ປ ᘬ ᙜ 㔠

㈚ ಽ ᘬ ᙜ 㔠

㸦ࠉ⣧ ㈨ ⏘ ࡢ 㒊ࠉ㸧

ᮍ  ຓ ᡂ 㔠 ᨭ ᡶ ᢎ ㅙ

ࡑ ࡢ  ㈨ ⏘

᭷ ᙧ ᅛ ᐃ ㈨ ⏘

᭷ ౯ ド ๆ ㏥ ⫋ ⤥  ᘬ ᙜ 㔠

ホ౯࣭⟬ᕪ㢠➼ྜィ

ᰴ  ㈨ ᮏ ྜ ィ

᭷౯ドๆホ౯ᕪ㢠㔠ࡢࡑ

㈇ മ ࡢ 㒊 ྜ ィ

㈨ ᮏ 㔠

 ┈  వ 㔠

㸫9㸫



୰㛫㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩ࠉࠉࠉ

㸦༢㸸ⓒ㸧

47,030

19,971

(5,710)

(14,012)

34

339

93

26,591

40,918

6,103

(0)

㔠                    㢠

⤒ ᖖ  ┈

㈨ 㔠 㐠 ⏝  ┈

( ࠺ ࡕ ㈚ ฟ 㔠  ᜥ )

⛉          ┠

(᭷౯ドๆᜥ㓄ᙜ㔠ࡕ࠺)

ಙ ク ሗ 㓘

ᙺ ົ ྲྀ ᘬ ➼  ┈

ࡑ ࡢ  ᴗ ົ  ┈

ࡑ ࡢ  ⤒ ᖖ  ┈

⤒ ᖖ ㈝ ⏝

㈨ 㔠 ㄪ 㐩 ㈝ ⏝

( ࠺ ࡕ 㡸 㔠  ᜥ )

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ࡽ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥࡛ࡲ

901

5,126

28,786

6,112

475

296

6,292

4

㸫

4

6,287

㸫

6,287

㸫10㸫

Ⴀ ᴗ ⤒ ㈝

ࡑ ࡢ  ⤒ ᖖ ㈝ ⏝

ᙺ ົ ྲྀ ᘬ ➼ ㈝ ⏝

୰ 㛫 ⣧  ┈

⤒ ᖖ  ┈

≉ ู  ┈

≉ ู ᦆ ኻ

⛯ 㔠 ➼ ㄪ ᩚ ๓ ୰ 㛫 ⣧  ┈

ἲே⛯ࠊఫẸ⛯ཬࡧᴗ⛯

ἲ ே ⛯ ➼ ㄪ ᩚ 㢠

ἲ ே ⛯ ➼ ྜ ィ

ᑡᩘᰴᦆ┈ㄪᩚ๓୰㛫⣧┈

ᑡ ᩘ ᰴ   ┈

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ࡽ

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥࡛ࡲ



䠄୰㛫㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ཬ䜃୰㛫㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩䛾సᡂ᪉㔪䠅

㸯㸬㐃⤖ࡢ⠊ᅖ㛵ࡿࡍ㡯

  。1) 㐃⤖ࡿࢀࡉᏊ♫ཬࡧᏊἲே➼ࠉࠉࠉ㸯♫

♫ྡ

ࢺࢵࢪࣞࢡ࣮ࣝࢳ࢚࣮ࢸ♫ᰴᘧࠉ

  。2) 㠀㐃⤖ࡢᏊ♫ཬࡧᏊἲே➼

せ࡞♫ྡ

  ᇸ⋢୰ኸಖドᰴᘧ♫

  ᰤ㐍⏘ᴗᰴᘧ♫

  㠀㐃⤖ࡢᏊ♫ཬࡧᏊἲே➼ࡢࡑࠊࡣ㈨⏘ࠊ⤒ᖖ┈ࠊ୰㛫⣧ᦆ┈㸦ᣢศぢྜ࠺

㢠㸧ཬࡧ┈వ㔠㸦ᣢศぢྜ࠺㢠㸧➼ࠊ࡚ࡳࡽ㐃⤖ࡢ⠊ᅖࡽ㝖ࡶ࡚࠸ᴗ㞟

ᅋࡢ㈈ᨻ≧ែཬࡧ⤒Ⴀᡂ⦼㛵ྜࡿࡍ⌮ⓗࢆุ᩿࡞ጉ࠸࡞ࡆ⛬ᗘ㔜せᛶࡀஈࡓ࠸ࡋ

ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㝖እࡽ⠊ᅖࡢ⤖㐃ࠊࡵ

㸰㸬ᣢศἲࡢ㐺⏝㛵ࡿࡍ㡯

ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ➼㛵㐃ἲேࠊ➼ᏊἲேࡧᏊ♫ཬࡢ⤖㠀㐃ࡢ⏝ᣢศἲ㐺 (1。ࠉ

➼㛵㐃ἲேࠊ➼ᏊἲேࡧᏊ♫ཬࡢ⤖㠀㐃ࡢ⏝ᣢศἲ㠀㐺 (2。ࠉ

♫ྡ

㻌㻌㻌ᰴᘧ♫䜲䞊䝇䝍䞁䝁䞊䝫䝺䜲䝅䝵䞁

  ᣢศἲ㠀㐺⏝ࡢ㠀㐃⤖ࡢᏊ♫ཬࡧᏊἲே➼ࠊ㛵㐃ἲே➼ࠊࡣ୰㛫⣧ᦆ┈㸦ᣢศ
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（連結貸借対照表及び連結損益計算書の注記）（連結貸借対照表及び連結損益計算書の注記）（連結貸借対照表及び連結損益計算書の注記）（連結貸借対照表及び連結損益計算書の注記）    

Ⅰ．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

Ⅱ．会計処理基準に関する事項 

１． 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法に 

よる原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等 

に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが極 

めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．減価償却の方法 

  (１) 有形固定資産（リース資産を除く） 

   有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10年 4月 1日以後に取得した建物（建物附属 

  設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

  また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

       建 物   3 年～47 年 

       その他   2 年～18 年 

  (２) 無形固定資産（リース資産を除く） 

   無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに 

  ついては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

  (３) リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、 

リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リ 

ース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零 

としております。  

３．貸倒引当金の計上基準 

    貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

    貸出金等について当社が「特定住専債権回収業務」及び「整理回収業務」を主目的とす 

   る会社であること等を考慮して、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可 

   能見込額を控除し、その残額に対して債務者の支払能力を総合的に判断したうえで回収不 

   能と認められる額を計上しておりますほか、過去の一定期間における貸倒実績から算出し 

   た貸倒実績率等に基づき引き当てております。 

４． 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末における退 

職給付債務の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる 

額を計上しております。 
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５． 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職 

慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を 

計上しております。 

６． リース取引の処理方法 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20年 4月 1日 

前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理 

によっております。 

７． 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

Ⅲ．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  (資産除去債務に関する会計基準) 

当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18号平成 20

年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号平成 20年 3月 31 日）を適用しております。 

これにより、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ 210 百万円減少しております。 

 

Ⅳ.表示方法の変更 

 （中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第 41

号平成 22年 9月 21 日)により改正された「銀行法施行規則」(昭和 57 年大蔵省令第 10号)別

紙様式を適用し、「少数株主損益調整前中間純利益」を表示しております。 

 

Ⅴ.注記事項 

 （中間連結貸借対照表関係） 

 １．関係会社の株式総額   0 百万円 

２． 貸出金のうち、破綻先債権額は 60,297 百万円、延滞債権額は 229,170 百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の 

 事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか 

 った貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のう 

 ち、法人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第 96条第 1項第 3号のイからホまでに掲げ 

 る事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建 

  又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 ３．貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は 6,541 百万円であります。 

   なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から 3ヵ月以上 

  遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
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  ４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 1,614 百万円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利 

  の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを 

  行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

  ５．破綻先債権額、延滞債権額、3 ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 

  297,623 百万円であります。 

   なお、2から 5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しております。 

これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利 

を有しておりますが、その額面金額は 121,420 百万円であります。 

  ７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

   為替決済、当座借越等の取引の担保として、預け金 200 百万円及び有価証券 50,001 百万 

   円を差し入れております。 

   また、その他資産のうち保証金は 231 百万円であります。 

  ８．有形固定資産の減価償却累計額     635 百万円 

  ９．１株当たりの純資産額  18,108 円 82 銭 

 10．当社の連結自己資本比率（11.88%）については、非対象区分として銀行法上の規制の対象 

    外（預金保険法附則第 11条第 9項）であります。 

 11．「未収助成金」は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 

   第 10 条に基づくものであります。 

 12．「その他資産」には、次のものを含んでおります。 

  ・未還付配当利子所得税  2,193 百万円 

 13．「その他負債」には、次のものを含んでおります。 

  ・預金保険法附則第 7条第１項第 2号の 2に基づき、預金保険機構に納付する額 14,759 百 

   万円 

・ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第 53条第 3項に基づき、預金保険機構に納 

付する額   3,077 百万円 

・ 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第 13条に基づき、預金保険機構に納 

付する額   6,329 百万円 

・ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第 41条に基づき、預金保険機構に納付する 

額  3,929 百万円 

 

   （中間連結損益計算書関係） 

１． １株当たり中間純利益金額 1,571 円 86 銭 

２． 「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。 

  ・債権取立等益  19,123 百万円 

  ・特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第 10条に基づき 

   預金保険機構より助成金の交付を受けるべき収益  6,144 百万円 

 ３．「その他経常費用」には、次のものを含んでおります。 

  ・預金保険法附則第7条第１項第2号の2に基づく預金保険機構への納付金 14,759 百万円 
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  ・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第 53条第 3項に基づく預金保険機構への 

   納付金  3,077 百万円   

  ・金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第 13条に基づく預金保険機構への 

   納付金 6,329 百万円 

・金融機能の強化のための特別措置に関する法律第 41条に基づく預金保険機構への納付金 

   3,929 百万円   

 ４．「特別利益」には、次のものを含んでおります。 

・貸倒引当金戻入益  346 百万円 

５．「特別損失」には、次のものを含んでおります。 

・資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  198 百万円 

 

（金融商品関係） 

○金融商品の時価等に関する事項 

平成 22年 9月 30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等

は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 中間連結貸借 

対照表計上額 
時 価 差 額 

（1） 現金預け金 

（2） コールローン 

（3） 有価証券 

その他有価証券 

（4） 貸出金 

貸倒引当金（△）(※) 

26,543 

265,200 

 

205,312 

571,730 

△276,020 

26,543 

265,200 

 

205,312 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 295,710 299,376 3,666 

資産計 792,765 796,432 3,666 

（1）借用金 1,904,306 1,908,003 3,697 

負債計 1,904,306 1,908,003 3,697 

(※)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 

（注1） 金融商品の時価の算定方法 

資産 

（1） 現金預け金 

預け金はすべて満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることか 

ら、当該帳簿価額を時価としております。 

（2） コールローン 

約定期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額を時価としております。 
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（3） 有価証券 

株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は金融機関から提示

された価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関

係）」に記載しております。 

（4） 貸出金 

回収見込の困難な貸出金については、担保及び保証による回収見込額と確実な

担保外入金見込額に基づいて貸倒引当金を個別に引き当てているため、時価は決

算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似してお

り、当該価額を時価としております。 

上記以外の貸出金のうち、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映する 

ため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と

近似していることから当該帳簿価額を時価としております。一方固定金利による

ものは、当社は新規貸出を行っておらず、また、譲受機関により貸出条件が様々

なため、一定の前提を置いて貸倒見積額を折り込んだ将来キャッシュ・フローを

見積り、それを安全利子率で割り引いて時価を算定しています。 

負債 

（1） 借用金 

約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としております。 

上記以外のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、

当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似

していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。 

固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利金の合計額

を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

                                     

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、 

    金融商品の時価情報の「資産（３）その他有価証券」には含まれておりません。 

                                                                    （単位：百万円） 

区  分 中間連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式 (※) 

② 非上場外国証券 (※) 

③ その他の証券 (※) 

712,872 

0 

45,013 

合計 757,886 

(※)これらは、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ 

ることから時価開示の対象とはしておりません。 
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（有価証券関係） 

１. その他有価証券（平成22年9月30日現在） 

（単位：百万円） 

  種類 
中間連結貸借

対照表計上額 
取得原価 差額 

中間連結貸借対照表 株式 - - - 

計上額が取得原価を 債券 24 24 0 

超えるもの 国債 24 24 0 

  小計 24 24 0 

中間連結貸借対照表 株式 150,591 220,201 △ 69,609 

計上額が取得原価を 債券  54,695 54,698 △2 

超えないもの 国債  54,695 54,698 △2 

  小計 205,287 274,900 △ 69,612 

合計   205,312 274,924 △ 69,612 

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

（単位：百万円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式 712,872 

非上場外国証券 0 

その他の証券 45,013 

合計 757,886 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ 

ることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

２. 当中間連結会計期間に売却したその他有価証券（自平成22年 4月 1日至平成22年 9月 30日） 

（単位：百万円） 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

株式 41,146 146 - 

合計 41,146 146 - 

 

３. 減損処理を行った有価証券 

当中間期において減損処理を行ったその他有価証券はありません。 
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